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政治主導型教育改革の 正統性 ・ 正当性
一

コ ア ・エ グゼクテ ィ ブの態様変化一

信州大学 荒井英治郎

は じめ に
ω

　「政 治主 導」「首相 主導」「官邸主 導」「内閣主 導」等の 用 語が メ デ ィ ア を賑

わせ て 久 し く， もは や 「プ ラ ス チ ッ ク ・ワ ー ド」化 して い る
〔2｝

。

　小泉政権 の 改革基調 は 「官邸主導⊥ 民主 党政権の そ れ は 「政 策決定の 内

閣
一

元化」 で あ っ た 。 小泉政権 の 経 済財 政諮 問会議 鳩 山政権の 国家戦略 局

や行政刷新会議 は， 執政部 の 主導性 を発揮 させ る装置 と して 位 置づ け られ ，

そ こ で は 旧来の 政府 ・与党二 元体制 は， 意思決定の 迅速性 ・体系性 の 点 で 課

題 を有す る との 認識が 存在 して い た 。 こ の こ とは
， 両党 と もに政治主導型改

革 を志 向す る とい う目的論 は 同 じで あ り， い か なる 制 度 を通 じて 政策決定 の

あ り方を規 定すべ きか とい う手段論 の レベ ル で 多様 な選択肢 が存 在 して い た

こ とを示 唆 して い る 。 すな わ ち， 政 治主導 を め ぐる議論 は
， 「官僚支 配か 政

治主導か」， 「官僚支配か ら政 治家主導へ 」 とい うレベ ル に 留 まるべ きで は な

く， 所管官庁 との 関係 性 を踏 まえつ つ
， 政府 （内閣） と政 権与党が

一
体 と

な っ て 首相が主導する政策決定の あ り方 を どの よ うに構想 して い くべ きか と

い う観点か ら理解 す る必要が ある の で ある 。

　以下 ， 本稿 で は ， 政策過程 に お け る執政 中枢部の 主導性 の 態様の 観点か ら

「政治 主 導」 を把 握 し ， 分析 に 際 して は
， ア ク タ ー

の 資源 交換 に着 目す る コ

ア ・エ グ ゼ ク テ ィ ブ （core −executive ， 中核 的執 政）論 を援用 す る 。 こ こ で

い う 「コ ア
・エ グゼ クテ ィ ブ 」 とは， 中央政府 の 政策 を調整す る と同時 に ，
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政府機構の 異な る部門 間対立 の 最終 的 な仲 裁者 と して 機能す る全て の 組織や

手続 き， を指 して い る （首相 ， 内閣 ， 閣僚 委員会， 各省官僚 ， 与党幹部 ， 諮

問機関や非公式的な会合 ・手段等を含めた公式
・非公 式の ネッ トワ ー ク も含

む）
〔3｝

。
コ ア

・エ グゼ クテ ィ ブ は， 文脈 に応 じて そ の 重 心が変 容 ・ 移行する

（分権化 ・ 集権化 ， 凝 集化 ・拡 散化，統合化 ・分散化 な ど）。 従 っ て ， 政権 ご

とに コ ア の 範囲 ・構 成ア ク ター ・ル ー ル ・ネ ッ トワ ー ク の 態様 も異 なる 。
こ

れ らを前提 と した 場合， 近年 の 改 革は ， 首相 をは じめ とす るチ ー フ ・エ グゼ

クテ ィ ブ を中心 と した ア ク ター が ， 政策決定の あ り方 を模索する過程 で あ る

と理解で きよ う。

　本稿で は ， 教育政 策過程 に お ける コ ア ・エ グゼ ク テ ィ ブの 態様変化 を検討

する 。 第 1 に ， 従来の 政策決定方法を理解するた め に55年体制の 政策過程の

特徴 を論 じる 。 第 2 に ， 90年代以 降の 制 度改革に よ り確立 した2001年体制が

教育分野 に与 えた影響 を概括す る。 第 3 に， 政権交代 を経て 誕 生 した民主 党

政 権が志 向 した ガ バ ナ ン ス の 形態 と教 育改革の 帰結 を論 じる 。 第 4 に ， 第二

次安倍政権下の 教育再生 をめ ぐる改革動向を論 じる 。

1． 55年体制の 政策過程一 教育下位政府 と コ ア ・エ グゼ ク テ ィ

ブの 分権化

　55年体制の 政策形成 は ， 「下位 政府」（官僚 ・族議員 ・利益 団体）が 中核を

担 っ て い た。 教育分野 も例外で ない 。 すな わ ち ， 「教 育下位 政府」（文部省，

自民党文教族 ， 教 育関係 団体）内の 相 互作 用 に よ り教 育政策は立案 され， 文

部省 と中教審が 政策形成 の イ ニ シ ア チ ブを握 る
一

方で
， 予算 ・ 法案等は 党政

務調査 会の 文教部会， 文教 制度調査会 ， 審議会 （政審）で の 審議 を経 て
， 最

終的 に は全 会
一

致主義 を とる総務会 の 党議決 定を もっ て 正 式決定 とされた 。

こ うして ， 後 に 「事 前 審査 制」 と呼 ばれ る 諸外 国で は 類例 を見 ない 「慣 行」

が形 成 ・維持 されて きた の で ある 。 他 方， コ ン セ ン サス を重視 した官僚 と与

党議員に よる ボ トム ア ッ プ型 の 教育 政策 に対 して は ， 政 策決定の 参 加者 の 固

定化 ・閉鎖性や責任所在の 不明確 さ に対する課題が指摘 され ， 国会審議 の 形

骸化を招来させ て い る とい う批判が存在 して い た 。

71

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



JAPANESE ASSOCIATION OF SCHOOL EDUCATION

NII-Electronic Library Service

JAPANESE 　 ASSOC 工A エエON 　 OF 　 SCHOOL 　 EDUCAT 工ON

　 こ れ に対 して ， 80年代 以降 は， 教育下位 政府 の 外 部 に位置つ くア ク タ
ー

に

よ る改革論議が 活発 化 した 。 「教 育 の 自由化 」 を重視 す る 観点 か ら政 策提言

を行 っ た中曽根内閣の 臨時教育審議 会 （総理府設置）は そ の 好例で あ り， 首

相 を中核 とする執政部主導の 政 策提 言やそ こ で 展 開され た 「審議会政治」に

対 して は ， 教育下 位政府 に よ る 反対 論 も展開され だ
4〕

。 こ うした現 象は 「政

府 ・与党二 元体制」に お け る 政策 統合 の 難 しさを物語 っ て お り， 当時の コ

ア ・エ グゼ ク テ ィ ブ は ある 種分権化 して い た と理 解で きる 。

2 ． 2001年体制の 政策過程
一

構造改革 と コ ア
・エ グゼ ク テ ィ

ブ の 集権化

　90年代以 降に な る と，細 川内 閣の 政 治改革，橋 本内 閣の 六 大改革， 小泉 内

閣の構 造改革 と
， 政治

・
行政 ・

司法の 三 大改革が 断行 され た （他方で， 立法

シ ス テ ム の 改革 は 意識 的 に は 行わ れ て こ なか っ た こ とは よ り認 識 さ れ て よ

い ）
｛5 ）

。 従来 ， 国務 大 臣 の 罷免 権 と各省庁 の 指揮 監督権 を有す る総理大 臣 と

い え ど も （首相指 導の 原則）， 内 閣法上 の 「合 議 制の 原則」 と 「分担管理 の

原則 」に よ っ て リ
ー

ダ
ー シ ッ プを発揮で きる場面 が 限定され て きた の に対 し

て ， 橋本行革 （閣議 にお ける総理大 臣の 発議権の 明確化 な ど）は， ア ク タ ー

の 行動 ・戦略， 政 策過程 の 構造 を変化 させ る契機 と な っ た 。 「2001年体制」
〔6）

を特 徴づ け る総理 大 臣の 機能強化， 内閣府 の 新設や 内閣官房 の 拡充 ・強化 ，

政党 組織 の 集権化 や 党執行部の 権 限 強化， 行政 府 の 集権化 は ， 結果 と して
，

政治 主導体制の 基盤構築 に寄与する こ とに な っ た の で ある 。

　分権改 革 と規制改革 を同時並行的 に推進 した小泉政権の 構造改革や そ こ で

展 開 された 「劇場型政 治」は ， その 典型例 として 理解で きよ う。 税財政運営

の 司令塔 と して
， ア ジ ェ ン ダ設定機能 ， 予算編成機能， 閣議代替機能を同時

に果た した経済財 政諮問会議， 構造改革特 区の 制度化過程 で 省庁 間調整の 役

割 を担 っ た規 制改革 関連会議 （総合規 制改革会 議， 規制改 革 ・民 間開放推進

会議 な ど）は ， 厂省庁 の 応援 団」 と して 捉 え られ て い た族議 員 の 影 響力 を制

約する と同時に， 政策決定か ら実質的に排除され た 文科省に対 して 半強制的

に先導的試行 を迫 る な ど， 個別政策の 論理 に基 づ い た政策決定を許容 しない
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構造 を作 り上 げ， コ ア ・エ グゼ ク テ ィ ブ の 集権化 を象徴 す る存在 と な っ た 。

　他方 で 臨教審以 降， 内閣が 主導 した教育改革の 例 として ， 小 渕政権の 教育

改革国民会議 ， 第
一

次安倍政権 の 教育再 生会議が 挙げ られ る 。 第 1 に， 首相

決済で ス タ
ー トした 私的諮 問機関の 教育改革国民会議が提 言 した 「教育 を変

える 17の 提案」に は ，   教基 法の 改正 や 教育振興基 本計画 の 策定 ，   青少 年

の 社会奉仕体験 活動 ・ 自然体験活動 の提言，   出席停止措置の 強化 ，   指導

力不足教 員に対する措置   コ ミ ュ ニ テ ィ
・ス ク ー ル の 設置 ，   道徳教育の

教科化等が あ り， い ずれ も文科省が後に 推進す る政策の 基調 とな っ た 。 第 2

に ， 教育再生会議の 提言は， 教育三 法 （学教 法， 地教行法，教 員免許法及 び

教特法）の 改正 とつ なが り， 戦後教 育法制 の 再編 を促す今 日の 改革動 向と通

底す る もの とな っ て い る 。 こ の 他 ，福 田政権 時 に は教育再生会議の 後継組織

と して 教育再生 懇談会 が 設置 され （麻生 政権時 まで 審議 継続 ）， 教 育再生 会

議の フ ォ ロ ー ア ッ プ の 機 能 を果た した 。 い ずれ の 会議体 も内閣官房 に設置 さ

れ た 点が 特徴 で あっ た。

3 ． 民主党政権の 政策過程一 政権交代 と コ ア ・エ グゼ ク テ ィ

　ブ の 拡散化 ・局限化

（1） 政策決定 の 内閣一 元化

　第45回衆議院総選挙 （平成21年 8 月）で 自民党 が大 敗 を喫 す る と ， 民 主党

政権が 誕 生 し， 日本 で初 の 「民 意」 に 基づ く政権交代が 実現 した 。 民主党政

権は，鳩山政権の 政権構想 （5 原則 5 策）で 政治主 導体制 の 確立 を謳 っ たが ，

その 構想 と帰結は次の よ うなもの で あ っ た 。

　第 1 に， 政務三役 （大臣， 副大臣， 政務官）中心の 政策立案 ・ 調整 ・ 決定

を行 うこ と を志向 した 。 しか し， 平成22年12月以 降は t 政務三 役会議に 事務

次官 と官房長 を加 えて お り， そ の 構想 は頓挫 した 。 第 2 に ， 政府 ・与 党二 元

体制下 の 事前審査 制， 事務次官会議 を 「官僚支 配」の 象徴 と して 廃止 し，総

理大 臣 と官房 長官が 重要政 策の 決定 を行 うもの と した 。 また， 閣僚 の
一

員 と

して の 役割を各省大 臣に 自覚させ ， 新 設の 閣僚委 員会 の 場 で の協 議 ・調 整 ・

決定 を重視 した 。 さ らに ，族議員の 台頭を防 ぐため に政策決定機 関で ある 党
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の 政策調査会 （部門会議）を廃止 し，与 党議員 は 副大 臣主催 の 政策会議 の 場

で 意見 を述 べ ， 副大 臣や 政 務官 を通 じて 大 臣 に 報告す る とい うル ー トを確立

しよ うと した 。 しか しこ の こ とは政 策集 団 と して の 政党が 政策論議を行う場

が 消滅す る こ と を意 味 して お り， 政府 に入 れ ず党内 に残 され た与党議員か ら

批 判が 噴出した 。 第 3 に
， 経済財政諮 問会議 を廃止 し ， 総理 直属 の 国家戦略

局 を内閣官房 に 設置す る こ とで
， 官邸機能の 強化 を図ろ うと した。 国家戦略

局 に は 「総理 大 臣直属 の ア ドバ イ ザ
ー
機関」 と して の 役割 が 期待 され たが t

参院選 に よ る ね じれ 現象 や震 災復 興 関連 法案 の 審 議 を優 先 した結 果 ， 「室」

か ら 「局」へ の 格上 げを盛 り込ん だ政治主導確立 法案 は頓挫 し， 未実現 に終

わ っ た 。 第 4 に ， 首相 直属 の 行 政刷 新 会 議 の 設置 に よ り， 予算 ・制 度の 精

査 ・刷新 とそ れ に伴 う国 ・地方 ・民 間 の 役割分担 の 見直 し ・整理 を試み た 。

しか し，行 政施 策評価 で ある提案型 政策仕 分 け に よる捻出 額 に も限度 は あ り，

後述す る よ うに子 ど も手 当や 高校授 業料の 無償化の 財 源確保 は困難を極 め た 。

　イギ リス の ウ エ ス トミ ン ス タ
ー

モ デ ル か ら示唆を得 た政 策決定 の 内閣
一

元

化 の 試 み は， 民 主 党 に と っ て 「一 丁 目一
番地」の 政 策課題 で あ り， 政治主導

の 成 否を左右す る制度的装 置が ， 政務 三 役会議 閣僚委員会 ， 国家戦略局 ，

行政刷新会議で あ っ た。 しか し， 「『政 治主導』の ための 新 しい 行政組織 は ，

従前の 経済財政 諮 問会 議が 基本 的 に
一

手に担 っ て い た財 政運営， 成長戦略，

税制 改革， 地方 分権 をそ れ ぞ れ 別 の 組 織に 分 散 させ る結 果 に な （り，）… …

司令塔 の 欠如 に よる 政策決定の 混乱が 露呈する 可能性が 高い 」 との 予測 の 通

り
（7）
， 政 策の 統 合 ・調整 どこ ろ か， 政 策決定の コ ア 自体が拡 散化 して い っ た 。

  政策転換

　民主 党政権が 「新 しい 公共」 に よ っ て 「支え合い と活気ある社会」の 実現

を謳っ て い た こ とは記憶 に新 しい
。 「新 しい 公 共」 とは ， ボ ラ ン タ リー な参

加 と選択 の 下で 市民が 積極的 に公 共的な財 ・サ ー ビス の 提案 ・提供主体 とな

り， 官民協働で 共助体制 を構築 して い く政策理 念を指 して い る 。 民主党政権

は ， 「コ ン ク リー トか ら人 へ 」 と政策理 念 の 転換 を 図 り， 「子 育 て の 社 会化 」

を実現 すべ く教育条件整備 の 改 革 に プ ラ イオ リテ ィ をシ フ トしよ うと した の
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で あり， 政策過程 と と もに政策 内容 を転換 させ る機運 を生 じさせ た 。 教育費

改革 （子 ども手当， 高校 授業料 の 無償化）， 教員制度改 革 （免許更新制の 見

直 し ， 教 員養成 の 修士 課程化 ）， ガバ ナ ン ス 改革 （教育監査 委員会 ・学校理

事会の 創設）は ， 政策転換 を明確 に意図する もの で あ り， 行政刷新会議の 事

業仕分 け に よ っ て 全 国学力 ・学習状況調査が 悉皆調査方式 か ら抽 出 ・希望利

用調査 方式に変更 され た こ と， 各種調査研究の モ デ ル 事業 ・ 委託調査が廃止

され た こ とは， 政策転換 の 象徴 として 位置づ け られ る もの で あ っ た 。

　以下 で は
， 文部科学副大臣を務め た鈴木 寛が 区分 した教育政 策の 各段階 に

即 して
， そ の 構 想 と帰 結 を概 観す る

c8）
。 「チ ル ドレ ン ・フ ァ

ー ス ト」を謳 う

民主党が な し得 た こ と， なし得 なか っ た こ とは何で あ っ た の か 。

　第 1は ， 所得 ・居住地 に左右 され ない 教 育の 機会均等を実現すべ く実施 さ

れ た ， 家計の 教育費負担 の 軽減 で ある。 子 ど も手当， 高校授業料の 無償化 ，

大学授業料の 減免 ， 奨学金制度の 充実等が 挙げられ る
｛9｝

。 例 えば
， 子 ど も手

当は ， 普遍主義に基づ く直接 給付制 度 と して 構想 され たが ，制度理念の 共有

が党 内 で も不 十分 で あ っ た き らい が あ り （手 当 を 「権利」 と して 捉 え るか

「恩 恵」 と して 捉 え る か， 累進課 税制 度 との 連動性 の 考慮の 有無 な ど）
｛’°）
， マ

ニ フ ェ ス ト記載額の 多寡 に関心 が 高 ま っ た 結果， 制度 設計段階 政 策決定の

前決定段 階で 足 並み が 乱れ た 。 また ， 高校 授業料 の 無償化 に 関 して は， 当初

「後期 中等教育 ま で の 教育 を万 人の 権利 と して 保 障す る」 とい う理念 に基 づ

い た検討が 行わ れ ， 国公立 学校の 授業料相 当額 を国が 自治体に支給 す る こ と

で 授業料 を実質的に無償化 しt 私立高校等 に対 して は新設の 就学支援金制度

に よ り同等額を学校設置者 に支給する とい う制度構成を とっ た 。
こ れ に よ り

1979年批 准 の 国際人権規約の 中等教育 の 無 償化 の 留保は撤回 され ， 経済的理

由に よる 私立 高校生の 中退学減少が 政 策効 果 と して 報告 され た 。 他方 ， 制度

化 の 過程 で は， 野 田佳彦財 務副大 臣か ら所 得制 限の 導入が提 案 され た の に対

して ， 川端達夫文相が 高校生世帯 の 特 定扶 養控 除の 圧縮 に よ り財源 を確保す

る こ と を主 張す る な ど ， 恒久制 度 として の 意義 の 共有 が政府 ・与 党内で 徹底

され て い なか っ た感が ある
a”

。

　第 2 は ，教員の質 ・数の 充実 と教科書 ・教材 の デ ジ タル 化 で あ る 。 少人数
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学級 の 実現 と教 職員定数の 改善， 学習 カ ル テ の 導入 や 教材 ツ
ー

ル の 充 実化 が

図 られ
， 「教育 の イ ン テ リジ ェ ン ス 化」が 目指 され た 。 特 に， 少 人数学級 の

推進 に関 して は， 義務標準法改正 に よ り学級編制基準が40人か ら35人に 引 き

下 げられ る と と もに ， 事前協議制か ら事後届出制へ と制度の 運用方法が変更

され た こ とで r 市町村教委は地域 ・学校の 実情 に 応 じた学級編 制 を行 っ て い

くこ とが可能 と なっ た 。 学級編制 の 基礎i定数化は， 40人 学級が 始 ま っ た 1980

年以 来 の こ と と なっ た 。

　第 3 は， 教育の ガバ ナ ン ス 改革 で あ る 。 教 委制度 の 見直 し と と もに， コ

ミ ュ ニ テ ィ
・ス ク ー ル を軸 に 「新 しい 公共 型学校」を波及 させ ， 学校 と地域

の 活性化を促す共助体 制 を構 築す る こ とが 目指され た 。 しか し， 時間的制約

に よ り当該制度改革に本格的 に着手す るに は至 らなか っ た 。

　他 方 ， 教育分野で は 「ガ バ メ ン トか らガ バ ナ ン ス へ 」 との ス ロ ー ガ ン の 下 ，

「熟議 カケ ア イ」 を開設 し， web 上 で熟議 を行 う 「ネ ッ ト熟 議」 や 集会 型 と

して 対面 で行われる 「リア ル 熟議」な ど， 政 策形成の 「見 える化 」が 試み ら

れ た 。 当事者 （保護者 ・ 教 職員 ・地域住民な ど）に よ る熟慮 と討議 を重 ね な

が ら政策形 成 を行 う 「熟 議」の 成果 は， 中教審に お け る専 門家 に よる 審議内

容 と ともに， 政務三 役が 政策の 立 案 ・調整 ・決 定 を行 う際の 材料にす る と説

明 され た 。 政策過程 それ 自体 の 在 り方を問う試み は 自民党政権時に は 見 られ

ない こ とで あ っ た 。

　 しか し， 第22回参議 院議員通常選挙 （平成22年 7 月）の 結果 に よ りね じれ

現象が生 じて 以降 ， 民主 党は厳 しい 国会運営を強い られ， 先行 き不透明な混

沌 と した 国政状 況は ， 政権運営 に対する失望感 と教育政策に対す る空虚感 を

与 えた 。 民主 党政権 の 誕生 に よ り戦後初 め て 文科省予算が 国交省予 算 を上

回 っ た事実 は看過すべ きで は ない が ， 課題 設定 ・政 策形成段階 を経て 政策決

定段階へ と移行する段階 で ， 政 策転換の ダ イナ ミズ ム を感 じさせ た 改革案 の

多 くは実現可 能性が 乏 し くな り，改革機運 は消沈 して い っ た 。 子 ど も手 当や

高校授業料の 無償化 を好例 とす る よ うに， 制度理 念や 財源確保 を め ぐる 党

内 ・政権内批 判 は 止 む こ とは な く， 教育政策決定に お け る コ ア ・エ グ ゼ ク

テ ィ ブ の 構造 は 当初志向され た凝集化 どこ ろ か ， 局 限化す る結 果 と な っ た 。
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　なお ， 民主党政権 とい っ て も ， 政権運営 の 方法 は 3 政権 （鳩山政権， 菅政

権 野 田政権）で 相当程度異 な っ て い る こ と に 留意 すべ きで あ る
（’21

。 ガ バ ナ

ン ス の 形態 ・方法の 変化が教育分野 に与 えた影響 は別 途検討 を要す るが ， 国

家戦略局が機能不全に 陥り既存の 内閣官房副長官補室 との 相違が 瞹昧 とな っ

た こ とは， 逆説 的に 政策決定 ・調整 の 成否 が各 省の 政務三 役 の 力 量 に大 き く

依存す る結果 とな っ た こ とを示唆 して い る 。 こ の こ とは鈴木寛議員の 副大臣

在任期 間 とそ れ 以後 とを比 較 した場合 の 政策推進 の度合 を見 れ ば明 らかで あ

ろ う。

4 ． 第二 次安倍政権の 政策過程一
教育再生 と コ ア ・ エ グゼ ク

テ ィ ブの 統合化

　第46回衆議院総選挙 （平 成24年12月）の 結果， 自民党は単独で 絶対安定多

数の 議席 を確保 し， 再 び 政権交代 が 実現 した 。 民主党政権は 3年 3 か 月で 幕

を閉 じた こ と に な る 。

　自民党政権 は， 教 育再生 を経済再生 と並 ぶ 日本再生 の 要 と して 位置づ けて

い るが ， その 改革基調 は
， 戦後形 成 され た教 育制 度の み な らず， そ の 制度を

支える制度原理 それ 自体の 再編 を企図 して い る点に あ る 。 以 下， 総裁直属の

教育再生実行本部 （以下 ， 実行本部）， 首相 直属 の 教育再生 実行会議 （以下 ，

実行会議）， 文部科学大臣の 諮問機関で あ る中央教育審議会に 関する論点を

提示す る 。

（1） 教育再生 実行本部 ：ア ジェ ンダの 設定

　「高 め の ボ
ー ル 」 を投 げる役割 を 自認 し， 教 育政策 の 司令塔 と して 位 置づ

け られ て い る教育再生 実行本部 は
， 平 成24年10月 に 発足 t 当初 5 つ の 分科会

（基本 政 策分科 会 ，
い じめ 問題 対策 分科 会， 教 科書 検 定 ・採 択 改革 分科 会，

大学教育の 強化分科会， 教育委員会制度分科会）で構成 され て い た （発足時

の 本部長 ：下村博文）。 実行本部は ， 政権公約 に も反映 され た 「中間 と りま

とめ 」（平成24年11月16日）を皮切 りに， 矢継 ぎ早 に提言 を発表 （図表 1），

「近隣i諸国条項の 見直 し」な ど党内議論を深め る 必要が ある事項以外 の 議題

77

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



JAPANESE ASSOCIATION OF SCHOOL EDUCATION

NII-Electronic Library Service

JAPANESE 　 ASSOC 工A エエON 　 OF 　 SCHOOL 　 EDUCAT 工ON

図表 1　 教育再生実行本部の提言

日　付 内　　容

平成24年11月16 日 「中間 と りまとめ 」： 学制改革， い じめ 対策，教 科書検定 ・採択，

　大学教育の 強化，教委制度改革

平成25年 4月8 日 「第
一

次提言」： 「教 育再生 3 本 の矢」 （英語教育の 抜本的改 革，イ

　 ノ ベ ー
シ ョ ン を生 む理数教育の 刷新，国家戦 略と し て の ICT教

　育）に よ る一兆円規模 の 集中投 資，グ ロ
ーバ ル 人材育成推進法

　の 制定

平成25年 5月23日 「第二 次提 言 」： 学制 改革
・大 学入 試改革

・
教員養成改革 （「教育

　再生特別枠」の 創設，幼児教育の 無償 化，OECD 諸 国並み の 公

　財政教育支出）

平成 25年 6 月25日 「教科書検定の 在 り方特 別部会　議論 の 中間 まとめ」：教 科書検定

　（教科書検定に 関する基準 ・手続の 改善と透明化）や 教科書採

　択等に関す る改 善の 方向性，教科書の 定義
・
検定 ・採択 を包括

　する教科書法の 制定

平成26年 4 月25日 「第三 次提言」：教 育再生推進法の制定 （教育再生の基本理念，国
・

　地方 ・学校関係 者の 責務 と保 護者
・地域住民等の 役割の 明確化，

　法制 ・財政上の 措置の 義務付 け ， 私立学校 へ の 配慮）

を， 後述す る実行 会議 に ほ ぼ その ままス ライ ドさせ て い っ た 。

　政権交代 後の 平 成25年 1 月以 降は
， 実行本部 も第 2 期に入 り （本部長 ：遠

藤利明）， 「人造りは． 国造 り」の 下 ， 文相経験者 （大 島理森， 河村建央 ， 塩

谷 立 ， 渡 海紀三 朗 ， 鳩 山邦夫 ， 保利耕輔 ， 町村信孝 ， 小坂憲次 。 中曽根弘

文 ）を顧 問 に据 えつ つ
， 7 つ の 部会編 成 （「平成 の 学 制 大 改革 」部会， 「大

学 ・入試 の 抜 本改 革」部会， 「新人材確保法の 制定」部会， 「成長戦 略に資す

る グ ロ
ーバ ル 人材育成 」部会， 「教科書検 定 の 在 り方」特別 部会， 「教 育再 生

推 進法 の 制定 」特別 部会 ， 「教 育投 資 ・財 源」特 別 部会）で 審議 を継 続 させ

て い る 。 最 近で は ，改 正 教基 法 の 目的 ・理念 の 具現化 を企図す る 教育再生 推

進法案 （仮称）の 制定を議員立 法で 行うこ とが検討 され て い たが ， 法案 に示

され た項目 （国庫負担割合 ・学校評価 ・教職員研修の 見直 し， 主幹教諭 ・指
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導教諭 の 配置促 進 学校規模の 適正化， 教員養成 ・採 用 ・研 修 の 改 善，管理

職養成 ・ 登 用の 仕組 み の 構築 ， 大学 の 教育研究機能の 強化 ， 学校施 設の 安全

性確 保 な ど）の 網羅性の 高さ は 目を瞠 る もの が あ る 。 い じめ 防止対 策推 進法，

子 ど もの 貧困対策の 推進 に 関する 法律， 子 ども ・若者育成 支援推 進法， グ

ロ ー バ ル 人材育成推進法 ， そ して ， 教育再生推進法な ど ， 特定 の 対策 を 「推

進」する こ とを立 法趣旨に 据え る法制定を行お うとする点 は近年の 政策手法

の 特 徴 の
一 つ と言 え よ う

（B｝
。 なお， 現在 は 「教育投資 ・財源」特別部会 に お

い て 幼児教育の 無償化 ， 奨学 金 をは じめ とす る家計負担軽減策 民 間資金 の

活用 等につ い て議論 され て い る 。

　 こ れ まで の 提言内容に限 っ て 言 えば ，教育 問題 は 「
一

億総評 論家」的状 況

に陥 りや す い こ と もあ り， 実現可 能性 を度外視 した提言 も少 な くない
。 行 き

詰 っ た制度や政策を変える こ とが改革で ある とする な らば
， 何が どの よ うに

行 き詰 っ て い るの か （what ）， なぜ 改革が 必要なの か （why ），
どの よ うに

改革するか （how　to）の 3 つ を最低限示す必 要があるが
t14｝

， 公 表さ れ て い る

実行本部の 提言に は現状認識 を下支えす る 政策的根拠が示され て お らず， 改

革案が 先行 して い る き らい が あ る 。 しか し，実行 本部 は 「ア ベ デ ュ ケ
ー シ ョ

ン 」の ア ジ ェ ン ダ設定の 機 能 を果 た して い る こ とは 間違い な い
。

　 な お ， 現 在 の 自民 党文部科 学部 会 は 自由参加 で ， 役員 の み 決 ま っ て い る 。

とはい え ， 部会 長 （丹羽秀樹）は実行本部に常時出席 して お り， 党 の 文 部科

学部会 と総 裁直属の 実行本 部 で 情 報共有 が 行わ れ て い る こ とが 推察で きる 。

さ らに ， 実行 本部 の 会議に は， 法制局担当者， 文科省担当者も同席 して い る 。

こ の 意味で は ， 第二 次安倍 政権の 教 育改革案 は， 政治 ア ク ター ・行政ア ク

ター の 協働 体制の 下 で 立 案され て い る とみ て よい 。

  　教育再生実行会 議 ：実行本 部提言の 正統性 の付 与

　教 育再生実行 会議 は ， 第一 次安倍政権 下の 教育再生 会議 と同様， 首相直属

機 関 と して 内閣官房 に設置 されて い る が， 閣議決定 （平成25年 1 月）に基 づ

く設置で あ り， 法律上 の 根拠 は ない
。

一
般的 に

， 法律 に根拠 が な い 附属機関

は ， 法的権限が な く権威性 に も乏 しい と され るが
凋

， 教育再生 実行会議 の 動
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図表 2　教育再生実行会議の 提言

日　付 内　 　容

平成25年 2 月26日
第
一

次提 言 「い じめ の 問題等へ の 対応 に つ い て」： 道徳 教育 の 抜

　本的充実，い じめ対 策，体罰禁止 の 徹底

平成25年 4 月15日
第二 次提 言 「教育 委員会 制度等の 在 り方に つ い て 」： 地 方教育行

　政の 権 限 と責任の 明確化

平成 25年 5 月28日

第三 次提言 「こ れ か ら の大学教育等の 在 り方に つ い て 」： グ ロ
ー

　バ ル 化に対応 した教育環境 づ くり， イ ノベ ーシ ョ ン創出の ため

　の 教育 ・研究環境づ くり，学生 を鍛 え上げ社会に送 り出す教 育

　機能の 強化，社会人の 学び 直し機能の 強化，大 学の ガ バ ナ ン ス

　改革

平成25年10月31日

第四次提言 「高等学校教育 と大学教育との接続 ・大学入学者選抜

　の 在 り方 に つ い て 」： 高校教育の 質の 向上 ：達成 度テ ス ト （基

　礎 レ ベ ル ）の 創設等，大学の人材育成機能の 強化，大学入学者

　選抜 改革 ： 達成度 テ ス ト （発展 レ ベ ル ）の 創設 ・多面的 ・総合

　的な選抜 へ の 転換等

平成26年 7 月 3 日

第五 次提 言 「今後 の 学制 等 の 在 り方に つ い て 」： 幼児教育の 無償

　化 ， 5歳児 の 義務 教育化 ，小 中
一

貫教育の 制度化，実践的 な職

　業教育を行 う新た な高等教 育機関の 創設

向に対 す る マ ス メ デ ィ ア の 注 目度 は高 く， 提言 の 内容 は衆 目を集め て い る 。

構 成員 は総 理大 臣， 内 閣官 房長 官 （菅義偉 ）， 文部科学大 臣兼教育 再生担 当

大 臣 （下 村博 文 ）， 有 識者 で あ り， 当初 ， 政府
・
与党 か らの オ ブザ ー バ ー と

して 自民党議員 （遠 藤利 明）， 公 明党議 員 （富 田義之）の ほ か
， 内閣官房副

長官 3人 （加 藤勝信， 世耕 弘成 ， 杉 田和博）， 文部科学副大 臣 2 人 （福 井照 ，

谷川弥
一

）， 文部科学 大 臣政務 官 2 人 （丹羽秀樹 ， 義家 弘介）が陪席 して い

た 。 ちなみ に ， 第一 次安倍政権時に ， 遠藤議員 は文部科学副大 臣 ， 富田議員

は財務副 大臣を務 め て い る 。

　実行会議 は t こ れ まで 5 次 に わ たる提 言 を発 表 して い る （図表 2 ）。 こ れ

まで の 審議状況 に 限定 して 言 えば， 実行会議 は， 特定 の 教育課 題 に特化 して

集中的 に政策形成 の 主軸 を担 うア リ
ー

ナ と捉 え られ る。 しか し，現 時点で は
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自律的 な課題 設定は行 っ て お らず， 実行本部 の 提言 をブ ラ ッ シ ュ ア ッ プする

役割 を担 っ て い る と見 て よい 。 従 っ て ， 審議 回数や 審議内容， 議論の 水準か

ら判断 して
， 政策機関に お け る 「熟議」（deliberation）の 質や 「根拠 （証拠）

に 基 づ く」（evidence −based）政 策形成 を 志 向 し， よ り
一 層 の 「正 当性

（rightness ）」を担 保す る もの と い うよ りは， 政策決定の 迅速 さ を重視する

政権の 意 向 ・方針 を踏 まえて
， 手続 的 な 「正 統性 （legitimacy）」 を付与す

る役割を実質的に 果た す もの とな っ て い る 。 とは い え t 今後 も同様の 役割 を

果たすか は 別 問題 で あ る 。 教育再生 の 「実行」を謳う政権の 立場 か らす れば，

当然政策実施 や 政策評価 の 在 り方 に も関心 を持た ざる を得ない 。 従 っ て ，今

後は 政策推進 の 状 況把握 を行うフ ォ ロ
ー

ア ッ プ機 関 と して 従 来 とは異な る存

在感 を示 して い くこ ともあ り得 る 。 こ れ に つ い て は ，教育再 生会議の 後継組

織で ある教育再生懇談会の 存在 を想起 され た い
。

（3） 中央教育審議会 ：専門的議論を通 じた正当性の検討

　「実行」 を強調す る 「教育 再生 」 とい え ど も， 法律改正 を要す る事項 に 関

して は 原 則 と して 中教審 の 場 で 審議す る こ とが 暗黙 の ル ー ル とな っ て い る 。

今後は実行本部で課題 設定され実行会議で 「お 墨付き」 を得た改革案が全面

的 に実施 され る こ とに な る の か ， そ れ と も中教審 に おけ る専 門的議論に よ り，

政策変更， 政策終了 ， 非決定 （先 送 り）等の 帰結 を辿 る こ と もあ る の か ，定

点観測 が 必 要で あ る
（’6）

。 法律学分野 にお い て は 内閣法 制局や 法制審議 会 の 権

威低下 が指摘 され て い る が ， 文部科学行政 に お ける 政策形成 の 主 軸 を担 っ て

きた 中教審 （有識者会議や 調査研 究協力者会議 も含 む ）の 存在意義 も今改め

て 問われ て い る 。

　以上 ， 第二 次安倍政権の 政策過程は
， 文部科学部会長が実行本部 に随時出

席 して い る点 （党内調整）， 党 ・内閣 ・ 省庁の 主 要 ア ク タ
ー （実行本 部長 ，

内閣官房副長官， 政務三役）が 実行会議の 構成 員 として事実 上存在 して い る

点 （政府 ・与党 間調整）， 同
一

の 政 治ア ク タ
ー

が 文部科学 大 臣 と教育再 生担

当大臣を兼務 して い る 点な ど， 各機関の 主要 ア ク タ
ーが相 互の 機 関に相乗 り

して い る状況下 で 進行 し， 役割分担 ， 情報共有 ， 連携 ・協働 が意識化 されて
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い る 。
コ ア ・エ グ ゼ ク テ ィ ブ の 統合化 は， 政 策過 程 の 進行 に優 位 な影響 を与

えて い る と言 え よ う。

お わ りに一 政 策過程の ア リ ー ナ ・ ア ク タ ー ・ロ ジ ッ ク

　「教育再 生」 をめ ぐる 政策過程 は， 課題設定 ・政策形成段階 を経 て ， 政 策

決定 ・政 策実施段 階 へ と移 行 しつ つ あ る 。 「戦後 レ ジー ム か らの 脱 却 」 と通

底す る 「戦後教育 の 見直 し」は， い か な る ア リー ナ （政策 決定の 場） で ， い

か なる ア ク ター （政 策決定者）が ， い か な る ロ ジ ッ ク （政 策決定の 論理 ）で

進行 して い くこ とに な るの か 。

　 「政治 主導」 が 謳 わ れ て 久 しい が ， まず も っ て ，   統 制規範 に 基づ く優越 ・

従属 関係 （議院 内閣制 に お ける 国会の 行政府 に対す る優位性），   協働規範

に基づ く指導 ・ 補 佐 関係 （行政府 にお ける 内閣の 各省庁 に対す る優位性），

  分離規 範に基づ く相互不介入 関係 （各省庁に お ける 政治職 の 官僚 制 に対 す

る優位性）とい っ た 3 つ の 規範の 調和の 力点 をど こ に 設定す る かが課題 とな

る
（IO

。 例 えば， 政策過程の ア リー ナ に 着 目した場合 で も，   従 来の 政策決 定

の 場 を残 し， 従前 とは異な る政 策決定の 場に重心 を移 す，   従来 の 政策決 定

の 場 を廃止 し ， 政策決定の 場を新設 ・活用す る，   政 策形成上 の 役割 を見直

した上 で 従 来の 政策決定 の 場 を残 し ， 新 た な政 策決定の 場 との 連携 ・協働 に

よ る合意形成 を意識 し， 政治主導の 政策決定を実質的に行うな ど， 政官関係

の 力学 を規定する制度の 選択肢 は現実に は多様である
｛ts｝

。 経験 的事例 で 記せ

ば ， 小泉政権下で は  が 選択 され た の に対 して （事前審査 制の 維持 ， 経済財

政諮問会議 ・規制改革関連会議の 活用 な ど）， 民 主党 政権 は   を志 向 した と

言え よ う （事前審査 制 ・事務次官等会議 ・経済財 政諮 問会議 の 廃 止 ， 行政刷

新会議 ・国家戦略 局 の 設 置 な ど）
（’9）

。 他 方， 小 泉政権 の構 造 改革 で は， 内 閣

府 と文科省が 対立 し省庁 間調整 に 時間 を要す る場 面が 散見 され た 。 こ うした

反省 も踏 まえて ， 第二 次安倍政権下 で は ，   の 路線で の 政策過程の 進行が 企

図 され て い る と理 解で きよ う （自民党文部科学部会 ・教育再生実行本部で の

政府
・
与党内調整， 教育再生 実行会議の 活用 な ど）。 こ うして 90年代 以 降の
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政 治主導型 改革で は ，
コ ア

・エ グ ゼ ク テ ィ ブ の 重心 が移行 ・変容 （分権化 ，

集権化 ， 拡 散化 ， 統合化 な ど） を繰 り返す こ とで ， 政策決定 の あ り方が模索

され てい る の で あ る。

　さ て ， 参議院選挙の 結果を受けて
， 政権与党 は安定政権の 条件 を満た した 。

しか し ， 百花繚乱 の 改革案 をすべ て 「実行」に 移 して い くに は相当な困難が

予想 され る 。 なぜ な らば各種改革案は ， 省令 ・政令 レベ ル で対応 不可 能 な案

も少 な くな く， 法律 改正 を要す る もの が多い た め で あ る。 民 主党政権が苦慮

した よ うに， 既存政策か らの 転換 を図 り， 新 規政 策を実行 に 移 す た め に は，

既存政策や 隣接制度か らの 制約 （適合性 ・整合性 ・体系性 ）， 時 間的 ・行 政

的 ・ 政治的 ・ 財 政的 ・ 法制的制約 を乗 り越 えなけれ ば な らない 。 特に財 政再

建が 「国際公約」 として認識 され て い る 点 を鑑 み れば
， 財 政措置 を伴 う制度

変更や省庁間を横断する 資源 配分 の 変 更 に は ， 強力 な政 治的 リー ダー シ ッ プ

と周到 な戦 略 ， そ して個別 政策の 相 互 関係 を考慮 した政 策体系を示 し， 国民

的理 解 ・合 意 を地道 に調達 して い くこ とが肝要 と なる 。 大胆か つ 抜本的な教

育条件整備改革に は執政 中枢部の 主導性 は必要不 可欠な要素に なる た め ， 政

治 主 導型 の 教 育改 革そ れ 自体 は 必ず し も否定 され る べ きで は ない
。 従 っ て ，

その 批判 は まず もっ て 課題設定・政策形成段 階 にお ける 合意 形成の 方法 ・過程

等 に対 す る 「配 慮」（consideration ） の 程 度 に 向け られ る必要 が あ る の で あ る 。

　他方， 熟議民主 主義論の モ チ
ー

フ を考慮 した 場合 ， 「熟 議」 と い う政策手

段や政策価値 は民主党政権の 専売特許 で は決 して な く， 政策過程 に透 明性 ・

公 平性 ・公正 性 を担保 し正 当性 ・正統性 を付与する政党政治の 「共有財産」

で ある こ とを改め て 認識する必要が あ る。 政 策案 を下支 えす る政 策価値 ・理

念 を説明 し， 同時並行的 に 国民 的教育論議 を喚起す る 方法を模索する こ とは ，

今後 トレ ー ド ・オ フ の 政策選択を迫 られ た 際 結果 と して 局面打開の 改革機

運 を高め る こ とに寄与する はずで あ る 。 教科 書問題や 道徳 問題 を好例 と して ，

「教 育政 策論議の 再政治化」
 
が 危惧 され る今 日 ， 「熟 議 の 政治 」 と 「決断 の

政治」 の ナ イ
ー

ブ な対 立 軸 を超 えて ， 教 育政策 の 決定 方法 自体 も不断 に 問い

直 して い く必要が ある こ とは言うまで もない 。

　教育課題 は社会 問題化 されやす く， 教育政策の 目的と手段 は混同され や す
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い 。 「教 育再生 」 とは
， 何 を再生 す る こ とで

， そ の た め に い か な る手段が 必

要 に して 十分 なの か ， 政 策論議 で 前提 と され て い る論理 （ロ ジ ッ ク）に注視

して い くこ とが求 め られて い る 。 なぜ な らば そ こ で 重視 される政 策価値は，

政 策の 正 当性 を測定する重要 な指標 となる た め で ある
〔20

。 改め て 言うまで も

な く教育関係 者が 期待 ・注 目 して い るの は， 政 治主導の 教育改 革それ 自体 で

は な く， 推進 ・実現 され よ うと して い る 政策 内容 の 正 当性 なの で ある 。 他方

で ， 教育政 策の 展 望 と して は， 今 日展 開 さ れ て い る教 育政策 の 「正 当性 」 に

疑義 を呈 する人 々 もなお そ の 「正 統性」を承認 し うる条件 を探 究 して い くこ

とが要請 され て い る と言 え よ う
幽

。

※ 本研究 は ， 科学研究費助成に よ る研究 ・若手研 究 （A ）「政権交代 に伴 う

　教育政策過程 ・内容の 変容 に関す る実証的研究」の 成果 の
一

部で ある 。

［キー
ワ

ー
ド］

政治主 導，55年体 制 と2001年体 制， 民 主党政権 第二 次 安倍政 権 ，
コ ア ・エ グ

ゼ ク テ ィ ブ

〈注〉

（1） 本稿執筆に 際 して ，多 くの 先行研 究等 を参照 したが ，紙幅の 関係 で 引用 は最低

　限に留め た 。 また ，本稿 は下記の 論考 と重複す る部分が あ る こ とをあ らか じめ 断

　わ っ て お く （拙稿 「教 育政策の 動 向 と課題」伊藤 良高 ・中谷彪編 『教育 と教 師の

　 フ ロ ン テ ィ ア』晃洋 書房，2013年，「2012年の 教育 改革案 ・調査報告等」『教 育学研

　究』第80巻第 1号，2013年，「教育政策決定プ ロ セ ス 」『教職研 修』2013年 10月号 ）。

（2＞ ウ ヴ ェ
・ペ ル クゼ ン （糟谷啓 介訳）『プ ラス チ ッ ク ・ワー ド』藤原書 店， 2007年 。

（3＞ Rhodes ，　R ．　A 　W ．
“
lntroducing　the　Core　Executive．

”
，in　R．　A ，　W ．　RhQdes

　 and 　P．　Dunleavy ，　Prime　Minister，　Cahinet　and 　Core　Executive，　Macmillan，1995．12，

　Smith，　M ．　J，　The　core　E　xecutive 　in　Britain，　Macmillan，1999，4−8．当該枠組 を活用 し

　た研 究 として ，伊藤光利 「官邸主導型 政策決定 と 自民党」『レ ヴ ァ イ アサ ン』第

　38号 ，2006年，伊 藤光利 「官邸主導型政 策決定 シス テ ム に お ける政官関係」 『年

　報行 政研 究』 第42号，2007年 ， 伊 藤 光利 「政 治 的 リー ダー シ ッ プ論 と コ ア ・エ

　 グ ゼ ク テ ィ ブ （CE ）論」 『神 戸法学 雑誌』第57巻 第 3 号 ， 2007年 ， 伊藤 光 利編

　 『政治 的 エ グゼ ク テ ィ ブの 比較研 究』 早稲田大学 出版 部，2008年，伊藤正 次 「国

　に よる 『上 か ら』 の 分権 改革」森 田朗 他編 『分権 改革 の 動態』 東京大学 出版会，
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政治主導型教育改革の 正統性
・正 当性

　2008年等 を参照の こ と。

  　当時の 初等中等教 育局 長の 高石邦男氏 は 「教育の 自由化」論に対 して ，文部

　省 と して 反対の 見解 を表明 した こ と を述懐 して い る （荒井英治郎編 『教 育政 策

　オ ー ラ ル ・ヒ ス トリー　高石邦男 （元文 部事務 次官）』 財団法人文教協会， 2013

　年，176−82頁）。 なお ，教 育分 野の 政 治主導 は臨教 審が 発端 とされ る こ とが多い

　が ，6〔）−70年代 の 教育立 法 （給特 法， 人確 法， 私 学助 成法等） に お い て も政 治

　 （家）主導の 要素は看取で きる ため、再検討 の 余地 もあ ろ う。

（5） 特筆事項 と して ，小選挙区比例代表並 立 制の 導入 ，政 党助成法の 制定， 政治

　資金規 正法 の 改正 ，政 府委員 の 廃 1L，党首討論 の 導入， 副大 臣 ・大 臣政務 官の

　創 設 ， 中央省庁の 再編等が 挙げられ よ う。

（6） 竹 中治堅 『首相 支配
一

日本政治の 変貌一』中公新書 ， 2005年 ， 237−47頁 。

（7） 藤 巻秀 夫 「『政 治主 導』 の 法的考察一 経済財政諮 問会 議 と国家 戦略 「局 」
・
行

　政刷新会議 を中心 と して一 」 『札幌大学 総合研 究』 第 2 号， 2011年，43頁 。

（8） 鈴木寛 『「熟議」で 日本の 教育 を変 える』 小学館， 2010年， 166−84頁 。

（9） 自民 党は，子 ども手当， 高校無償化， （農家 の ）戸 別所得補 償，高速道路無料

　化 を 「ば ら ま き4K」 と して批判 して い た 。 第二 次安 倍政権 で は， 高校無償化 に

　 関 して 世帯年収額に応 じた所得制限が 設け られ， 「高等 学校 等就 学支 援金 制度」

　 の 下 で 国公私 立の 区別 な く公立 高校授業料相当額 を支給す る形に
一

本化 された 。

　 また低所 得者層 の 授 業料以 外の 教育費負担軽減策 として 「高校 生等 就学奨励 金」

　 が創 設 され た 。 所得 制限 を設けた 点 に 限 っ て言 え ば， 普遍 主 義 か ら選 別 ・差 別

　 主 義，格差 供給主義に基づ く制度へ 再編され た と理解で きる 。

（10＞ 伊東光晴 「経済政策 に普遍 の 目を」 『世界』2010年 3 月号 ，伊東光 晴 「心 に確

　 た る対抗軸 を」 『世界』2010年 8 月号 。

（11） 朝 日新聞政権取材セ ン ター編 『民主 党政権100日の真相』朝 日新 聞出版 ， 2010

　 年，220頁 。

（12） 政策決定の 内 閣
一

元化 へ の 対 応 も 3 つ の 政権で は 大 き く異な っ て い る （木寺

　元 「『脱 官僚依存』 と 『内 閣
一

元化 』 の 隘 路 」御厨貴編 『「政治主 導」の 教訓』

　勁 草書房，2012年，小林 良彰 『政権 交代』 中央公論新社，2012年，131−4頁）。 例

　 えば， 鳩山政権 で は 政務 三 役 中心 の 政策 決定が 重 視 さ れ た 反 面， 民主 党に残 さ

　 れた議 員 との 軋轢 が 生 じた 。 そ こで ，菅政権 は， 旧 来の 政府 ・与党二 元体制 に

　 は回帰 で きな い た め ，事前審査 ・承認 の 権 限 を付与 し な い 形 で党の 意 見 を政府

　 に提言 す る役割 を担 うもの と して 党の 政 策調査会 （部門会議，PT， 調査 会）を

　復活 させ ，かつ ，政調 会長 を国家戦略相 に任命する こ とで政府 と党の 調整 を図 っ

　 た 。 さ らに ， 野 田政権 は， 重 要政策 は 党政策調査 会で も検討 を行 うもの と し，

　 か つ ， 政府 ・民主三 役会 議を最終承認機関 と して 位 置づ け直す な ど， 党政 調 の

　 役割強化 ・党内融和 を進 め た 。
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a3） 第二 次安倍政権 下 の 教 育 改革 の 「政治 主導」性 を特徴付け た もの に ，超党派

　 に よる 議員立 法 と して 制定 され た い じめ 防止対 策推 進法が 挙げ られ よう。 い じ

　 め 対策の 政 策過程 に つ い て は， 拙稿 「い じめ 対 策の 政策過 程
一

「通知」を通 じ

　 た 指導 ・
助 言 か ら 「法 律」 を通 じたガバ ナ ン ス へ

一
」 『日本教育政 策学会年報』

　 第21号， 2014年 を参照 の こ と。

〈14） 岩 崎美紀子 「内 閣主導の カ ナ ダの 財政再建 に学べ 」『エ コ ノ ミス ト』 2010年 2

　 月号 ，53頁 。

  　島田恵 司 「民主 党 『地域 主権改 革』 と政 治主導」「市政研究』第179号，2013

　 年， 49頁 。

（16） 教 委制 度改 革の 帰結 が，三 つ の 機 関の 力学 を占 う試金石 とな り得たが ， 中教

　 審 へ の 諮 問段 階で 下村 文相 か ら 「白紙」 とは言い 難い 議論 の 土俵が 設定 され て

　 い た こ と，教 育 制度 分科会 の 審議の 場 に大 臣政 務官が 常時出席 して い た な ど，

　 従 来 とは異 なる 環境下で 審議が行 われ た こ とが 指摘 され て い る （小川正 人 「教

　 育委員制度改 革の 方向性 」『季刊教育法』第180号，2014年）。

（功　川 崎政 司 「政 治の 変動 と立 法 の 動 向」『地 方 自治 職員研 修』 2009年 12月号 ，

　 26−7頁， 菅川健 二 「政官改革の 10年 （上 ）」 『月刊官界』2003年10月， 108頁 。

働 　新 田和 宏 「四半世紀 に及 ん だ政 治改革 お よ び政治 主導の 帰結 とそ の 展望 」 『生

　物 理工 学部紀 要』第32号，2013年，345頁 。 清水唯
一

郎は ，戦前期の 政 治主導 と

　官僚 主導の 展 開 を跡づ け，対 立 ・協調 ・協働 を繰 り返す政官関係の 変遷 を論 じ

　 たが （清水 唯
一

郎 「政治主導 と官僚主導」『レ ヴ ァ イ ア サ ン 』第48号，2011年），

　政官関係は 政策環 境に 応答す る形 で 「振 り子」の よ うに変 容 し得 る。 また， 政

　官 関係 は時代的文脈に 一義的 に規 定 され る側面 が あ り， また ，各種政 策に は多

　様 な性格 （分配 政策，再 分配政策，競争的
・
保 護的規制政策，イ デ オ ロ ギ ー

政 策

　 など）が ある た め ， 同時代 ・
同政権下で も政策案 の 性格に よ っ て 政官関係 は異 な

　 る こ とが 予想 され る 。 今後は政策類型 論の 知見に基づ く分析を行 う必要 もあ ろ う。

  　とは い え，教 育分野に 関 して は，首相直属機関 は新 設せ ず，教員養成改革な

　 どに 関する専門的議論は 中教審に 委ねた点は特筆 して お くべ き点で ある 。

  　鈴木寛 「地 方教育行政制度の さ らなる 改革に 向けて 一新 たな議論の 枠組み と

　政治の 役割一 」『日本教育政策学会年報』第21号，2014年，24頁 、

  　例 えば，現在， 西川 京子副 大臣を主査 とする検討チ ーム が 国家戦 略特別 区域

　法 に お け る公 設民営型 学校 の 検 討 を行 っ て い る が， 当該政 策案 は 小 泉政権 下 で

　検討 され制度化 が見 送 られた もの で あ る 。 当時の 文科 省 は公設 民営 型学 校 に 対

　 して 反対 の 姿勢 を表 して い た が ， い か な る ロ ジ ッ クで 政 策対応 を行 っ て い くの

　か ，今後の 動向に注視する必要が ある 。

吻 　井 上 達夫 「『立 法学 の フ ロ ンテ ィ ア』刊行 に あ た っ て 」井上 達夫編 『立 法学 の

　哲学 的再編 （立法学 の フ ロ ン テ ィ ア 1 ）』 ナ カ ニ シヤ 出版，2014年， 丗頁。
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